
常任委員会のインターネット中継について（案） 

 

 

 

１ 実施方法 

    総務委員会で試行中継を実施する。 

 

 

 

２ 実施時期 

    平成３０年度上半期に実施する。 

 

 

 

３ 検討事項 

    ・映像配信画面（カメラの台数、切り替えの有無） 

・映像配信方法（専用サーバーの設置、You Tube等動画共有サービスの活用） 

・経費の積算 

・委員会運営との調整 

・配信操作人員の確保  等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


